
○生命（いのち）を大切にする、性犯罪・性暴力の加害者にならない、被害者
にならない、傍観者にならないための教育
※「水着で隠れる部分」、ＳＮＳの危険、「デートＤＶ」等

○学校等の相談対応体制の強化
○わいせつ行為を行った教員等の厳正な処分（懲戒免職、告発、教員免許状の管理等
の見直し）

○社会啓発（４月を若年層の性暴力予防月間など）

○ワンストップ支援センターと病院等の関係機関の連携強化
○中長期的な支援（トラウマ対応の専門職育成、福祉との連携）
○障害者や男性等の多様な被害者支援の充実

○被害届の即時受理の徹底 ○二次的被害の防止（女性警察官の配置、研修）
○ワンストップ支援センターにつながるための体制の強化
・全国共通短縮番号の導入、無料化の検討 ・ＳＮＳ相談の通年実施の検討
・夜間休日コールセンターの設置検討 ・センター等の増設の検討

○専門的プログラムの拡充の検討 ○出所者情報の地方公共団体への提供
○仮釈放中の性犯罪者等へのＧＰＳ機器の装着等の検討

○「性犯罪に関する刑事法検討会」における検討
○児童や障害者など被害者の事情聴取の在り方等の検討

性犯罪・性暴力対策の強化の方針（概要）

刑事法に関する検討とその
結果を踏まえた適切な対処

性犯罪者に対する再犯防止
施策の更なる充実

被害申告・相談をしやすい
環境の整備

切れ目のない手厚い被害者
支援の確立

教育・啓発活動を通じた
社会の意識改革と暴力予防

性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」（令和２年度～４年度の３年間）

○７月に具体的な工程 ○毎年４月にフォローアップ ○性暴力の実態把握方針の確実な実行

令和２年６月１１日
性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定
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